
眼の水晶体に関する法改正と経過措置

・医療法・電離則

一定の医師＊について、眼の
水晶体に受ける等価線量の
限度を１年間につき 50mSv

経過措置対象者について、眼の
水晶体に受ける等価線量の限
度を ３年間につき 60mSv及び
１年間につき 50mSv
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・RI規制法

100 mSv/5年ごと，
50 mSv/１年間

＊眼の水晶体に受ける等価線量が ５年間につき 100 mSv を超えるおそれのある医師であって、
その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要と し、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないもの

令和５年３月31日

令和８年３月31日

・人事院



令和3年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年

60mSv/３年 及び 50mSv/年

令和3年4月1日～令和5年3月31日の間、
1年間につき50mSv

令和5年4月1日～令和8年3月31日の間、3年間につき60mSv
および1年間につき50mSv

A医師（改善を行わないで続けると）

経過措置の期間内に、眼の水晶体の防護について後任の育成・防護メガネ等の着用により被ばく軽減策を検討・実施する。

A医師（改善を実施・防護メガネ着用、作業時間を短縮を実施、被ばく線量の削減をした。）

50mSv/年 50mSv/年

50mSv/年 40mSv/年 50mSv/年 40mSv/年 30mSv/年

数年前からの被ばくの推移から推測して、5年後までを考えると、100mSv/５年を超えてしまうので問題ですので改善策
を行わないと良くないです。

50mSv/年 30mSv/年30mSv/年 20mSv/年 10mSv/年

60mSv/３年を超えない50mSv/年を超えない

眼の検診は必須 眼の検診は必須 眼の検診は必須 眼の検診は必須

50mSv/年を超えない



電離放射線障害防止規則（抜粋）

（健康診断）
第五十六条 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち
入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごと
に一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一 被ばく歴の有無（被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び
期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに
関する事項）の調査及びその評価

二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査

改正で追加された。
健康診断（定期に行わなければならないものに限る。）を行おうとする日の属する
年の前年１年間に眼の水晶体に受けた等価線量が20ｍSvを超えており、かつ、
当該健康診断を行おうとする日の属する１年間に眼の水晶体に受ける等価線量
が20ｍSvを超えるおそれのある者に対する電離則第56条第１項第４号に規定す
る白内障に関する眼の検査は、眼科医により行われることが望ましいこと。



眼の水晶体の等価線量
放射線を放出する同位元素の数量等を定める件の一部改正令和３年４月１日より施行

4

実効線量及び等価線量の算定
第20条第３項 （改正）
規則第20条第４項第５号の２（同項第５号の３において読み替えて準用する

場合を含む。）に規定する期間は、平成13年４月１日以後５年ごとに区分した各
期間とする。

（追加）
【規則第20条第４項第５号の３】
前号の規定は、第５号の規定により
算定する等価線量のうち、眼の水晶
体に係るものについて準用する。こ
の場合において、「実効線量」とある
のは「眼の水晶体の等価線量」と、
「累積実効線量」とあるのは「眼の水
晶体の累積等価線量」と読み替える
ものとする。

【規則第20条第４項第５号の２】
前号による実効線量の算定の結果、４月
１日を始期とする１年間についての実効
線量が20ｍSvを超えた場合は、当該１年
間以降は、当該１年間を含む原子力規制
委員会が定める期間の累積実効線量（前
号により４月１日を始期とする１年間ごと
に算定された実効線量の合計をいう。）を
当該期間について、毎年度集計し、集計
の都度次の項目について記録すること。
・・・・・略・・・・・

RI規制法



経過措置対象医師の指定及び
対応すべき具体的事項

１，改正省令附則第２条に定める、放射線診療従事者等のうち、
遮蔽その他適切な防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に
受ける等価線量が５年間につき100mSvを超えるおそれのある
医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要
とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないもの
（以下「経過措置対象医師」という。）として線量管理する医師の
指定にあたっては、関係者から意見を聴く機会を設ける等、その
妥当性の確認を行うこと。

２，病院等の管理者は、改正省令の施行の際、現に当該病院等に
勤務している医師を経過措置対象医師に指定しようとする場合
は、施行後遅滞なく行うこと。また、施行日から令和５年３月31日
までに雇入れ又は配置換えした医師を経過措置対象医師に
指定しようとする場合も当該雇入れ又は配置換え後遅滞なく行う
こと。

医療法



・経過措置対象医師は、令和５年３月31日までの間に、衛生委員会
の調査審議などを経た上で、事業者が指定してください。

・事業者は、経過措置対象医師に指定する医師に対し、指定する旨
を通知するとともに、氏名、医籍登録番号、診療科名、経過措置
の対象とする根拠となった具体的な事由を記録して令和８年３月
31日まで保存してください。

・改正電離則の施行（令和３年４月１日）時に、現に使用している
医師を経過措置対象医師に指定しようとする場合は、改正電離則
の施行後遅滞なく指定してください。また、施行日から令和５年３
月31日までに雇入れまたは配置換えした医師を経過措置対象
医師に指定しようとする場合は、雇入れまたは配置換え後に遅滞
なく指定してください。

経過措置対象医師とするには、以下の要件を満たす。

注意
眼の水晶体の新等価線量限度を遵守できるようにするための十分な防護措置を講じる
ために時間を要する場合には、眼の水晶体の新等価線量限度を超えそうな医師を
経過措置対象医師として指定して法令違反にならないようにする必要があります。

電離則資料を参考とする


